
明晃が新晃工業＜6458＞株式の変更報告書を提出

新晃工業＜6458＞について、明晃が9月8日付で財務局に変更報告書（5%ルール報告書）を提出した。

提出理由は「当該株券等に関する担保契約等重要な契約の締結なお、共同保有者である藤井明について
、保有割合が0.1％未満となったことから（平成23年６月９日提出の訂正報告書に記載）、みなし共同
保有者から外れました。」によるもの。

報告義務発生日は、2014年9月1日。


